
資料７ 

平成 17 年度 行政不服審査法等の施行状況に関する調査結果 

（暫定値） 
 

１ 国に対する不服申立ての件数 

○ 行政不服審査法に基づく不服申立て         １８，１４９件

（内訳）異議申立て        ６，５４２件 

審査請求        １１，１８９件 

再審査請求          ４１８件 

○ 行政不服審査法に基づかない不服申立て（注１）      ２６，９２１件 

 

２ 都道府県に対する不服申立ての件数 

○ 行政不服審査法に基づく不服申立て          ６，４３７件

（内訳）異議申立て        １，８１７件 

審査請求         ４，５７７件 

再審査請求           ４３件 

○ 行政不服審査法に基づかない不服申立て（注２）         ６２６件 

 

３ 政令指定都市に対する不服申立ての件数（15 市）（注３）

○ 行政不服審査法に基づく不服申立て            ９２０件

（内訳）異議申立て          ４６２件 

審査請求           ４５８件 

○ 行政不服審査法に基づかない不服申立て（注２）         ２４０件

 

４ 県庁所在市に対する不服申立ての件数（34 市） 

○ 行政不服審査法に基づく不服申立て            ２９６件

（内訳）異議申立て          ２５６件 

審査請求            ３９件 

再審査請求            １件 

○ 行政不服審査法に基づかない不服申立て（注２）        １４９件 

 

（注）１ 工業所有権関係の不服申立て（審判の請求）などがその例である。 

２ 固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格に係る審査の申出、地方公共団体の議

会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出などがその例である。 

３ 調査対象となった政令指定都市 15 市には、平成 18 年４月１日に政令指定都市に移行

した堺市も含む。 

４ 平成 17 年度調査から、政令指定都市及び県庁所在市以外の全市町村についても調査

を実施している（現在、集計中）。 

５ 調査対象期間は平成 17 年４月１日から翌 18 年３月 31 日までである。 



　○　行政不服審査法に基づく不服申立て件数（異議申立て及び審査請求の合計件数）の推移 　※平成１７年度については暫定値

　　　　　　（注）　昭和３７年度は、行政不服審査法が施行された昭和３７年１０月２日からのものである。
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